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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリオレフィン系の不浸透性層（１８）と、
　上記不浸透性層（１８）の上に敷設され、凝集体の顆粒材料から成るコア層（２）と上
記コア層（２）を包む外皮（３）とを備える弾性マットレス（１）と、
　上記弾性マットレス（１）の上に敷設された人工芝カバーリング（２０）から成り、自
然芝の草深い草地を擬態するために基部から延びる複数の糸状構成物と、この糸状構成物
を略上向きの状態に保つために、糸状構成物の間に分散された顆粒状の充填材又は充填物
とを有するシートのような基部を備える構造と、
を組み合わせて備えていることを特徴とする床材。
【請求項２】
　請求項１に記載の床材において、
　上記不浸透性層（１８）の下に敷設されたジオテキスタイル膜（１６）をさらに備えて
いることを特徴とする床材。
【請求項３】
　請求項２に記載の床材において、
　上記ジオテキスタイル膜（１６）は、好ましくはニードルフェルトのタイプの加工処理
で得られる連続繊維不織ジオテキスタイル材料のような不織布を備えていることを特徴と
する床材。
【請求項４】
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　請求項２または３に記載の床材において、
　上記ジオテキスタイル膜（１６）は、ポリエステル系であることを特徴とする床材。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれか１つに記載の床材において、
　上記ジオテキスタイル膜（１６）は、約１００～３００g/m2、典型的には約１５０g/m2

の単位面積当たり質量を有することを特徴とする床材。
【請求項６】
　請求項１乃至５のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記不浸透性層（１８）はポリプロピレン系であることを特徴とする床材。
【請求項７】
　請求項１乃至６のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記不浸透性層（１８）は、約０．４～０．６mmの厚みを有することを特徴とする床材
。
【請求項８】
　請求項１乃至７のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記不浸透性層（１８）と上記マットレス（１）の間には、排水を容易にするレリーフ
が設けられていることを特徴とする床材。
【請求項９】
　請求項８に記載の床材において、
　上記排水を容易にするレリーフは、うね、エンボス、又は茎の形状を有し、茎は筒状或
いは立方形の茎を含むことを特徴とする床材。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の床材において、
　上記排水を容易にするレリーフは、上記不浸透性層（１８）に設けられ、上向きに配設
されていることを特徴とする床材。
【請求項１１】
　請求項８または９に記載の床材において、
　上記排水を容易にするレリーフは、上記マットレス（１）に設けられ、下向きに配設さ
れていることを特徴とする床材。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記マットレス（１）は約２０～４０mm、好ましくは２３～２５mmの範囲の厚みを有す
ることを特徴とする床材。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記マットレス（１）は約１２．５～１３．５kg/m2の単位面積当たり質量を有するこ
とを特徴とする床材。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記マットレス（１）は、ミリメータの厚み当たり約０．４～０．６kg/m2の平均単位
面積当たり質量を有することを特徴とする床材。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記凝集体の顆粒材料から成るコア層（２）は、弾性顆粒とプラスチック顆粒の混合体
を備えること特徴とする床材。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の床材において、
　上記凝集体の顆粒材料から成るコア層（２）は、その６０%～８０%、典型的には約７０
％が弾性顆粒により構成され、２０％～４０％、典型的には約30％がプラスチック顆粒に
より構成されることを特徴とする床材。
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【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の床材において、
　上記弾性顆粒はリサイクルタイヤから得られた顆粒であることを特徴とする床材。
【請求項１８】
　請求項１５乃至１７のいずれか１つに記載の床材において、
　上記プラスチック顆粒は、異なる収集元から派生した顆粒状のプラスチック材料とポリ
オレフィンとの間から選択された材料により得られる顆粒であることを特徴とする床材。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記マットレス（１）は２つの終端を有するストリップ又はスラットの形状を有し、
　上記ストリップ又はスラットは、上記終端を除いて上記外皮（３）に覆われていること
を特徴とする床材。
【請求項２０】
　請求項１乃至１９のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記マットレス（１）はモジュールの形状を有し、
　上記外皮（３）は、上記モジュールの少なくとも１つの側部に縁（５）を形成し、この
縁（５）は少なくとも１つの隣接するモジュールと重なる関係で配置されていることを特
徴とする床材。
【請求項２１】
　請求項１乃至２０のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記外皮（３）は、上記コア層（２）に固定されていることを特徴とする床材。
【請求項２２】
　請求項１乃至２１のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記外皮（３）は単一のシートによって構成されていることを特徴とする床材。
【請求項２３】
　請求項１乃至２２のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記外皮（３）は液体に対して透過性があり、したがって、上記マットレス（１）は排
水特性を呈することを特徴とする床材。
【請求項２４】
　請求項１乃至２３のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記外皮（３）はヒートシールをすることが可能である材料により構成されていること
を特徴とする床材。
【請求項２５】
　請求項１乃至２４のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記外皮（３）の少なくとも一部は不織布であることを特徴とする床材。
【請求項２６】
　請求項１乃至２５のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記不織布は連続繊維縫製ジオテキスタイル型であることを特徴とする床材。
【請求項２７】
　請求項１乃至２６のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記外皮（３）は約５０～４００g/m2、好ましくは約１５０g/m2の単位面積当たり質量
を有することを特徴とする床材。
【請求項２８】
　請求項１乃至２７のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記外皮（３）はポリエステル系であることを特徴とする床材。
【請求項２９】
　請求項１乃至２８のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記コア層（２）は、約０．５～７mmの範囲、好ましくは約０．５～５mmの範囲の粒子
サイズを有する弾性顆粒材料を備えていることを特徴とする床材。
【請求項３０】
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　請求項１乃至２９のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記顆粒材料は、弾性ポリマーとエラストマーとゴムとリサイクル弾性材料とによって
構成される群の中から選択されていることを特徴とする床材。
【請求項３１】
　請求項１乃至３０のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記顆粒材料はリサイクルタイヤから得られた顆粒材料を備えていることを特徴とする
床材。
【請求項３２】
　請求項１乃至３１のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記顆粒材料は結合剤を用いて凝集されていることを特徴とする床材。
【請求項３３】
　請求項１乃至３２のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記結合剤はポリウレタンであることを特徴とする床材。
【請求項３４】
　請求項３２又は３３に記載の床材において、
　上記結合剤は顆粒の重さに対して約２～１０重量％の範囲の割合で存在することを特徴
とする床材。
【請求項３５】
　請求項３２乃至３４のいずれか１つに記載の床材において、
　上記結合剤は顆粒の重さに対して約５～１５重量％の範囲の割合で存在することを特徴
とする床材。
【請求項３６】
　請求項１乃至３５のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記人工芝カバーリング（２０）の構造において、上記顆粒状の充填材又は充填物は、
ポリオレフィン系材料とビニルポリマー系材料とにより構成される一群から選択された実
質上均質な質量の顆粒材料によって構成されていることを特徴とする床材。
【請求項３７】
　請求項１乃至３６のうちのいずれか１つに記載の床材において、
　上記人工芝カバーリング（２０）の構造において、上記顆粒状の充填材又は充填物は、
ポリオレフィン系材料とビニルポリマー系材料とにより構成される一群から選択された顆
粒材料と砂の混合体により構成されていることを特徴とする床材。
【請求項３８】
　請求項１乃至３７のうちのいずれか１つに記載の床材を敷設する方法において、
　敷設基礎（Ｓ）を平滑化する工程と、
　上記床材（１０）を、平坦化された基礎（Ｓ,１２,１４）上に直接敷設する工程と、
を備えていることを特徴とする方法。
【請求項３９】
　請求項３８に記載の方法において、
　平坦化された基礎（Ｓ,１２,１４）に、安定化された顆粒混合層（１４）を設ける工程
を備えていることを特徴とする方法。
【請求項４０】
　請求項３８又は３９に記載の方法において、
　上記敷設基礎（Ｓ）を平滑化し、上記敷設基礎（Ｓ）の上に勾配キャンバ（Ａ，Ｂ，Ｃ
，Ｄ）のような、排水を容易にするキャンバを形成する工程を備えていることを特徴とす
る方法。
【請求項４１】
　請求項２０に記載の床材を敷設する方法において、
　上記材料の少なくとも１つの第１モジュールと１つの第２モジュールとが互いに平行に
なるように上記不浸透性層（１８）の上に上記弾性マットレス（１）を重ねる工程と、
　上記モジュールの一方に支持された縁（５）を上記モジュールの他方と重なる関係にな
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るように配置する工程と、
　上記縁（５）を上記モジュールの他方に固定する工程とを備えていることを特徴とする
方法。
【請求項４２】
　請求項４１に記載の方法において、
　上記モジュールの一方に支持された縁（５）を、上記モジュールの他方を覆うように、
重ね合わせの関係において配置する工程を備えていることを特徴とする方法。
【請求項４３】
　請求項４１に記載の方法において、
　上記モジュールの一方に支持された縁（５）を、上記モジュールの他方に覆われるよう
に、重ね合わせの関係において配置する工程を備えていることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は人工芝の床材に関し、詳しくは人工芝または合成芝のカバーリングに使用する
床材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人工芝のカバーリングはかなり以前から使用されており、特に市街地の装飾的な緑化及
びそれに類する快適性の提供のため、例えば水泳プールの周囲や、自然芝の敷設と維持が
一般的に困難であると思われるあらゆる状況において、自然芝の代替として使用されてき
た。最近では、例えばサッカー場などスポーツ施設のカバーリングとして、人工芝カバー
リングの使用は新たな躍進を遂げている。関連する文献も多岐に及ぶが、特許関連では、
ＵＳ－Ａ－３７３１９２３、ＵＳ－Ａ－４３３７２８３、ＵＳ－Ａ－５９５８５２７、Ｕ
Ｓ－Ａ－５９６１３８９、ＵＳ－Ａ－５９７６６４５、ＪＰ－Ｂ－３２５３２０４、ＪＰ
－Ａ－１００３７１２２、ＤＥ－Ａ－４４４４０３０、ＥＰ－Ａ－０３７７９２５、ＵＳ
－Ｂ－６８７７５３５（これはＥＰ－Ａ－１１５８０９９に対応する）などが挙げられる
。
【０００３】
　特に、上記最後に挙げた参考文献は本発明の出願人の名において提出されたものである
が、この文献によると、自然芝の草深い草地を擬態するために基部から延びる複数の糸状
構成物と、この糸状構成物を略上向きの状態に保つために、糸状構成物の間に分散された
顆粒状の充填材又は充填物とを有するシートのような基部を備える人工芝の構造が公知で
ある。具体的には、上記人工芝のカバーリングにおいて、上記顆粒状の充填材（充填物）
は、ポリオレフィン系材料とビニルポリマー系材料とにより構成される一群から選択され
た実質上均質な質量の顆粒材料によって構成されている。
【０００４】
　この解決策に関する更なる有利な進展は、ＥＰ－Ａ－１３１９７５３、ＥＰ－Ａ－１３
７５７５０、ＥＰ－Ａ－１３７１７７９、及び、ＥＰ－Ａ－１４８６６１３の書類に記載
されている。これら全ての書類は本出願人の名において提出されたものである。
【特許文献１】ＵＳ－Ａ－３７３１９２３
【特許文献２】ＵＳ－Ａ－４３３７２８３
【特許文献３】ＵＳ－Ａ－５９５８５２７
【特許文献４】ＵＳ－Ａ－５９６１３８９
【特許文献５】ＵＳ－Ａ－５９７６６４５
【特許文献６】日本国特許第３２５３２０４号
【特許文献７】特開平１０－０３７１２２号
【特許文献８】ＤＥ－Ａ－４４４４０３０
【特許文献９】ＥＰ－Ａ－０３７７９２５
【特許文献１０】ＵＳ－Ｂ－６８７７５３５
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【特許文献１１】ＥＰ－Ａ－１１５８０９９
【特許文献１２】ＥＰ－Ａ－１３１９７５３
【特許文献１３】ＥＰ－Ａ－１３７５７５０
【特許文献１４】ＥＰ－Ａ－１３７１７７９
【特許文献１５】ＥＰ－Ａ－１４８６６１３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、以下に示すとおり、様々な見地に立って上記の解決策をさらに改善さ
せることにある。
　・可能な限り最高の競技状態と安全策を確実に提供することを目的とした、例えばフッ
トボール場などのスポーツ競技場の提供。
　・同床材の敷設結果としてのシステム全体に対する最大限の経時耐久性および保証。
　・特に適用方法に関して生態学的影響が少ないことによる環境への適合性、及び競技上
の機能に悪影響を及ぼすことなく、リサイクル品の利用に関する現行の法律の順守。
　・低価格での床材提供の実現。同時に、人工芝で構成されたスポーツ競技場の敷設が可
能となり、既存の基礎で行われる作業量を可能な限り削減することが出来る。
　・均一な特徴と性能を保証する簡単で迅速な設置。
　・リサイクルの可能性をも考慮した人工芝カバーの利便性の高い取替えを実現性。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、上記目的は、請求項に具体的に言及された特性を有する床材によって
達成される。本発明はまた、対応する敷設方法に関する。本請求項は本発明に関してここ
で示めされる開示内容の主要部分を構成する。
【０００７】
　ここで示す解決策により、完全な環境適応性を有する革新的な人工芝カバーリングを提
供する。この人工芝カバーリングは、最低でもその７０％までをリサイクル原料により作
製可能であり、自然の芝地と全く同様の、可能な限り最高の競技機能を提供することが可
能であり、また非常に低価格で実現することが出来る。
【０００８】
　ここで示す解決策により、人工芝で構成された、スポーツ活動のための競技場の敷設が
可能となり、既存の基礎への干渉を、排水に必要なキャンバに必要な整地のみにまで抑制
する。
【０００９】
　ここで示す解決策により、利便性の高い迅速な方法で設置可能であり、又均一な特性と
性能を保証するシステムを得ることが出来る。床材の本体部分（マットレス）は耐久年数
の長さを特徴とする一方、人工芝カバーリングは、約１０年の使用年数の期限終了時に交
換、リサイクルを簡単行うことが出来る。同システムは、リースまたはレンタルによる売
買契約が可能となるよう、上部を取り外して交換できるように研究されてきた。
【発明の効果】
【００１０】
　ここで示す解決策により、以下に示すような要件を満たす人工芝で構成されるスポーツ
競技場の提供が可能となる。
　・既存の基礎で行われる土木工事の抑制
　・競技状態及び安全性に関して可能な限り最高の特性を有するサッカー場の敷設
　・システム全体に対する最大の経時耐久性と保証
　・適用方法に関する生態学的影響が小さい
　・リサイクル品の使用に関する現行の法律と基準の順守
　・使用年数の期限終了時における競技場構成材のリサイクルが可能であり、これによる
解体、廃棄費用の負担回避
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【００１１】
　つまり、ここに示す解決策によれば、解体すべき既存の競技場表面の土壌を除去して砕
石材と入れ替える必要が無くなる。このような作業は費用が嵩む上、道路交通にも不都合
をもたらし、生物学的にも悪影響を及ぼす。
【００１２】
　ここに示す解決策では、いかなる水分も除去可能なレリーフを備える膜の機能を利用す
ることにより、水分は競技場の外に向かって流出し、これにより基礎ひいては競技場自体
の陥没を引き起こす基礎への水の浸入および侵食が防止される。激しい降雨の際において
も、競技場自体のキャンバ及び膜機能により雨水は外部へ排水され、競技場の周囲に沿っ
て流出した後、単純な排水システムにより回収することが出来る。
【００１３】
　本発明の好適な実施例において、床材の本体部（マットレス）は「微調整」タイプであ
り、微調整の生体力学的な概念を利用している。その結果、例えばサッカー場の特徴に適
応可能となり、理想的なレベルのエネルギー吸収及び弾性を実現できる。それに加え、利
用するスポーツマンの肉体的な保全と安全性を確保するため、衝撃吸収の水準も保証され
ている。これらの特質全てにより、優れた競技状態特性を保障し、最大の安全性を提供し
、そして経時耐久性を保証することの出来るシステムが提供される。当該マットレスは、
優れた耐久性（約３０年）を特徴とし、通常の使用状態においては実質上壊れないことが
証明されている。
【００１４】
　ここに示す解決策によると、EC基準に適合するように適切な処理、加工、精製及び再生
が施されたリサイクル材料を大量に（完成品の約７０%）使用することが出来る。
【００１５】
　例えば、通常のサッカー場の大きさを前提にすると、以下のとおりである。
　・当該弾性マットレスにおいて、環境汚染を引き起こさないように適切に研削、被覆、
処理、被包された約７，０００個のタイヤを再利用することが可能である。
　・様々な膜において、適切に研削、成型、変形された約４２，０００個のプラスチック
ボトルを再利用することが可能である。
　・また、適切に処理、変形された原料、貨物トラック約４台分に相当する量の異なる収
集元から派生した製品を利用することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を付属の図面を参照して、非限定的な単なる例証により説明する。
【００１７】
　上述のとおり、図１はここに記載する解決策を、フットボール（サッカー）競技場S等
のスポーツ競技場に適用した場合の平面図である。フットボール(サッカー)競技は単に例
証としての言及であって、上記解決策は様々な種類（ラグビー、ファイブ・ア・サイド・
フットボール、アメリカンフットボールなど）のスポーツ競技場、一般的にはランニング
や跳躍などのための陸上競技場のようなスポーツ施設に適用可能である。
【００１８】
　同床材の敷設について説明すると、競技場Sに関しては、通常の平坦化、平滑化作業以
外の特別な作業を行う必要はなく、重力により雨水排水を行うために外側に向かって非常
にゆるやかな傾斜（最大１％、通常０.５％）を有する図示の２つの台形形状の大競技場A
,Bと、２つの三角形状の小競技場C,Dによって、競技場の断面形状を上向きにそらせる、
または屋根の勾配の形態に形成する。
【００１９】
　通常、格子状の蓋で覆われた排水用の排水溝が競技場Sの周囲に沿って設けられている
。
【００２０】
　床材の敷設基礎（全体として１０で示す）は平坦化されたグランド１２によって構成さ
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れ、好ましくは粒径が一般に０.８ｃｍ～２.５ｃｍ範囲の砂、砂粒及び/または砂利をベ
ースとした安定化された混合粒状層１４がその上に配置される。
【００２１】
　適切な重量のローラーを使用して水平化してならし、固められた層１４の上には、ジオ
テキスタイル膜１６を配置するのが好ましい。膜１６の材料としては、不織（NW）布が好
ましい。不織布材料は、繊維が連続した不織布ジオテキスタイル材料として一般に知られ
るタイプの材料であってもよく、これはニードルフェルトのタイプの加工処理で得られる
。この種の材料は、ポリエステル系の材料により有利に作ることが出来る。膜１６の材料
は、例えば、約１００～３００g/m2の（ＵＮＩ ＥＮ ＩＳＯ９６５基準による）単位面積
質量を有することが可能であり、典型的には、１５０g/m2である。
【００２２】
　膜１６は必ずしも不可欠ではないが、この膜１６の上に、排水を可能とするレリーフを
備えたポリオレフィン（例えばポリエチレン及び／又はポリプロピレン）で成る不浸透性
のシート１８を取り付ける。好ましくは、上記膜１６は、うね、エンボス又は様々な形状
の茎（典型的には筒状或いは略立方形の茎）の形状を有するレリーフを備えたシート又は
不浸透性膜である。この種のシート或いは膜は当該技術分野では既知となっていて、この
ことは、例えばノルウェイのポルスグルンのイソラ（Isola）社が製造するシステム・プ
ラトン（登録商標）（System Platon）により実証されている。
【００２３】
　この好ましい実施形態において、膜又はシート１６は、厚さ約０．４～０．６ｍｍのポ
リオレフィン系材料（現材最も好ましくはポリプロピレン）により成る。
【００２４】
　上向きに配置された膜１６のレリーフは、激しい降雨の際にも雨水排水を可能とする排
水路をレリーフ間に構成することにより、既存の基礎の基底が水流によって徐々に浸入、
侵食され、陥没やたるみを引き起こすことを防止することが出来る。
【００２５】
　本発明の現在のそれ程望ましくない実施例においては、上記排水機能を害することなく
、以下が考えられる。
　・上述のように上向きに配設されたレリーフの溝を備える代わりに、
　・膜１８は平坦であり、以下に述べるように、上記レリーフの溝を下向きでマットレス
１の下面に形成する。
【００２６】
　床材１０の本体層を構成するマットレス１は、基本的には「微調整」タイプの既製の弾
性マットレスであり、好ましくは、研削、処理、被包されたリサイクルタイヤから得られ
た材料を使用して、２枚のポリエステル織物で挟持することが出来るように作製する。
【００２７】
　特に、マットレス、或いは一般的に言えば「材料」１は、顆粒状の材料（例えば顆粒）
の凝集体（または集合体。これらの２つの言葉は、ここでは同意義として使用される。）
で構成されたコア層２（図３参照）を備える。周知のように、「凝集体（又は集合体）の
材料」とは、一般に、粒子や粉末が塊状又は化合物状に集合した形状の材料を意味する。
【００２８】
　この種の凝集体（又は集合体）の材料は、例えば、弾性ポリマーやＥＰＤＭ（エチレン
-プロピレン-ジエン-モノマー）、その他種々のタイプの人工ゴム及び合成ゴム、及び、
種々の特性のエラストマーからなる顆粒の基部を有し、当業者に周知となっている。凝集
剤として、通常、複合ポリウレタンが用いられる。また、最近の応用例では、単一成分の
ポリウレタンが用いられる。上述の範疇に含まれる床材は当該技術分野では既知となって
いて、このことは、例えば、ベアレブルガー・シャウムストフヴェルク・ゲーエムベーハ
ー［エーユー］（Berleburger Schaumstoffwerk GmbH [E.U.]）社製のレグポール（登録
商標）（REGUPOLTM）によって、また、もう一つの例として、EP-A-1 555 097によって、
実証されている。
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【００２９】
　上記弾性材料は、本明細書の冒頭部で既述したように、弾性ポリマーの顆粒や種々の性
質をもつゴム（例えばＥＰＤＭ）による材料で構成されている。また、上記弾性材料は、
好ましい実施形態では、リサイクルタイヤから得られた顆粒材料によって構成されている
。
【００３０】
　コア層２を形成する顆粒材料は、凝集体（または集合体。これらの２つの言葉は、既述
したように、ここでは同意義として使用される。）であり、例えば複合ポリウレタンや単
一成分ポリウレタンで形成される結合剤の利用を伴う。本明細書の冒頭部で既述したよう
に、このタイプの材料は公知であるので、ここで更に詳細に述べることは不要である。
【００３１】
　コア材２に凝集/集合の特性を付与するために用いられる結合剤について、ポリウレタ
ンのような結合剤の選択は、現在は優先的なものと考えられたとしても、必須ではないこ
とを思い起こさねばならない。したがって、他のタイプの結合剤の使用も、本発明の範囲
の中に含まれる。（現在は好ましい変形例とは考えられていないが）本発明の可能な変形
例では、或る弾性材料（例えば或るゴム材料）によって示される凝集の特性を利用するこ
とにより、凝集状態が獲得されうる。この場合、結合剤を使用することなく、単に圧縮力
を顆粒材料に与えることによって、必要な特性である機械的密着性を上記層２に与えるこ
とができると考えられる。
【００３２】
　我々の考えを単に明らかにするために（これは本発明の範囲に対していかなる限定をも
示唆するものではない）、上記層２を構成する顆粒は、０．５～７ｍｍの範囲の粒径を有
し得る。
【００３３】
　もちろん、先に示された寸法値は（本明細書及び請求項に記載された他の定量的なデー
タのように）、要求生産量と上記定量値の測定に通常付随する許容差を考慮したものと理
解すべきである。
【００３４】
　コア層２を作るために用いられる結合剤（例えば、複合ポリウレタンや単一成分ポリウ
レタン）の量は、通常、屋外用途の場合、（粒の重量に対して）２～１０重量％の範囲に
あり、屋内用途の場合、（粒の重量について）５～１５重量％の範囲にある。
【００３５】
　ここに記載の解決策の重要な特徴は、コア層２が「むき出し」ではなく、コア層２を覆
う膜、つまり、外皮３で覆われていることに在る。
【００３６】
　以下において明確になる理由によって、外皮３によって行われるコア層２の被覆処置は
完結又は実質的に完結する。材料１がロール状に巻かれるよう設計されてストリップの形
状に作られる場合、外皮３がコア層２を完全に包囲することができるが、そうでない場合
は、ストリップの２端の内の一端又は両端を蔑ろにしている。
【００３７】
　材料１が形成される「モジュール」が、例えば矩形のスラブやタイルの形状をしている
場合、外皮３は、（以下に更に詳細が述べられる方法によって）モジュールの全側面に対
応する領域において再度密閉される。こうして、コア層２の完全な被覆（すなわち「被包
」）処理がなされるが、そうでない場合は、１つの側面又は対向する２つの側面が開いた
状態のままである。
【００３８】
　モジュールがスラットの形状（つまり、幅が狭くて長いスラブ）である場合、外皮３は
、チューブ構造を有することができ、したがって、スラットの２つの小さな側面を除いて
、モジュールの展開の全体にわたって、コア層２を包囲することができる。しかし、外皮
３は、先に述べたチューブ構造を維持するにしても、スラットの２つの短い端側を除いて
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、モジュールの展開の全体にわたって、コア層２を被覆することができる。
【００３９】
　全く完全な被覆すなわち被包か、或いは、コア層２の境界部のわずかな部分を（例えば
、敷設の際に可能な被覆を考慮して）被覆しないでおくかの選択は、用途を考慮した特定
条件によって、明らかに左右される。コア層２の縁の小部分が覆われないまま残ることが
あり得るが、どのような場合でも、このことによって、外皮３によるコア層２の被覆の全
体的効果が変化するということは無い。
【００４０】
　また、上記外皮３は、コア層２の包囲の望ましい効果の達成を害することなく、コア層
２を構成するモジュールの形態的特性に従って、異なる基準に依って作ることができる。
【００４１】
　例えば、完全という理由でここに述べられた２つの解決策は、目下のところ好ましいも
のとは考えられていないが、材料１がストリップという形状に製造される場合には、外皮
３は、連続的な管状構造の単一シートの形状で製造されて、以下に詳細に述べる様式によ
り、コア層２の周りに取り付け・固定されることが想定される。或いは、上記外皮３は、
当初オープンな単一のシートが、コア層２の周りにＵ字形状を形成するように巻かれ、次
に、通常はストリップの縦縁の一つに沿って閉じられて、コア層２を包むチューブ構造に
する。
【００４２】
　付属図面の図は、目下の好ましい実施形態に言及する。この場合、外皮３は（同一又は
互いに異なる）複数のシートで形成され、例えば、２枚のシート３ａ，３ｂで形成される
。上記シート３ａ，３ｂは、コア層２の主対向面に対応する領域に延在するとともに、そ
の側部に沿って（すなわち、床材１がストリップ状に製造される場合は、ストリップの長
辺に沿って）、番号４で示す閉塞線すなわち密閉線に対応する領域で、再び閉塞する。
【００４３】
　図１に示す例では（現在好ましい本発明の実施形態に対応したものであるが）、２本の
上記閉塞線４は、コア層２の一方の面と基本的に同一平面上に在る。したがって、シート
３ａは実質的に平坦であり、一方、シート３ｂは概ねＣ字形状すなわち溝形状の構造を有
する。
【００４４】
　しかしながら、上述の選択は決して強制的なものではない。
【００４５】
　実際、上記線４は、例えば層２の中間の平面（例えば、図３では図面に対して垂直とな
る中間の平面）に対応する領域に設けることができる。或いは、上記線４の内の一方をコ
ア層２の面の１つに対応する領域に設け、他方を同じコア層２の反対側の面に対応する領
域に設けることができる。
【００４６】
　特に、図２に示す実施形態では、上記シート３ａ，３ｂは、材料１の側部の一つに延在
して、縁５を形成することが考えられている（尤も、材料１の各モジュールの２つ以上の
側部に対応する領域においても、同様の解決策が考えられる）。上記縁５は、通常、少な
くとも末端の縁に対応する領域において、番号６で示す少なくとももう一つの閉塞線又は
密封線によって補強されている。
【００４７】
　既に述べたように、縁は、各床モジュール１の２つ又はそれ以上の側部に設けることが
できる。上記縁は、例えば、図３において５で示された（そして、図５に言及して詳細に
後述する基準によって幾つかの床モジュールと接続できる）縁である。
【００４８】
　例えば、このモジュールが矩形のタイルで構成される場合、縁５のような縁は、矩形の
隣り合う２辺に設けることができる。
【００４９】
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　さらに、図３に示された実施形態の例では、縁５は、コア層２を覆う２枚の外皮のシー
ト３ａ，３ｂが延在することによって形成されるものとして表されている。しかしながら
、縁５は、それらのシートのうちの一つのみによって（例えば、３ａで示すシートによっ
て）形成することも可能である。
【００５０】
　外皮のシート３ａ，３ｂの内の少なくとも１つ（すなわち、外皮３の少なくとも一部）
を製造するためには、不織布（NW）を選択するのが好ましい。不織布材料は、繊維が連続
した不織布ジオテキスタイル材料として一般に知られるタイプの材料であってもよく、ニ
ードルフェルトのタイプの加工処理で得られる。この種の材料は、ポリエステル系が有利
である。
【００５１】
　外皮３の材料は、例えば、５０～４００g/m2の（ＵＮＩ ＥＮ ＩＳＯ９６５基準による
）単位面積質量を有することが可能であり、典型的には、１５０g/m2である。
【００５２】
　与えられた単位面積質量に関するデータは、以下のことを示している。すなわち、材料
１の全体の単位面積質量は、主にコア層２の特性が表れて、通常は外皮３よりもはるかに
重いものとなる。
【００５３】
　我々の考えをただ明らかにするためだが、屋外用途に設計される材料１は、典型的には
、２０～４０mmの厚みを有するが、好ましくは約２３～２５ｍｍの範囲の厚みを有し、約
１２．５～１３．５kg/m2の単位面積質量を有する。したがって、厚みミリメータ当たり
０．４～０．６kg/m2の平均分布となる。
【００５４】
　外皮３は、前述の材料のヒートシール（熱融着）が可能な限り、前述のタイプの材料を
選択することが有利である。したがって、熱を局部的に印加してヒートシールすることに
より、閉塞線４（存在する場合は６も）を形成することができる。もちろん、上記シール
線や溶接線を形成する代わりに、接着剤や超音波溶接を適用してもよい。
【００５５】
　上述のタイプの材料のもう一つの重要な特性は、床材１０のマットレス１の製造時に（
後に詳細が述べられる様式にしたがって）熱と圧力とを合せて付与することにより、コア
層２の対向面上に、外皮３のシート３ａ，３ｂを堅固に固定することができるということ
である。用語「堅固な固定」とは、当然に、外皮３がコア層２に固定された状態を示すこ
とを意味する。したがって、使用時に想定以上の高い応力が加わらなければ、コア層２に
対して移動したり滑り落ちたりしない。
【００５６】
　もちろん、それ程好ましい方法ではないが、上記固定の代わりに、粘着性材料の層を用
いることもできる。
【００５７】
　いずれにせよ、膜のシート３ａ，３ｂがコア層２に（少なくともその主面に）固定され
ることが、マットレス１、引いては床材１０全体の寸法的な安定性を確保するために重要
である。
【００５８】
　外皮３を作製するための上記材料は、透水性の材料の形態に製造できるという利点があ
り、その目的は、材料１に全体として良好な排水性能を付与することである。上記特性は
屋外用途では重要である。
【００５９】
　しかしながら、前述の材料の選択は決して絶対的なものではなく、用途の特定なニーズ
に応じて変更できる。
【００６０】
　特に、外皮３の異なる部品（例えば、図３に表れるシート３ａ，３ｂ）は、異なる材料
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で作製できる。
【００６１】
　材料１のような床材用の材料の可能な製造基準については、本出願人の名において提出
された欧州特許出願番号０５４２５６６３.１に詳細に記載されている。
【００６２】
　図４は、ここに記載された材料１を敷設する作業の概略図であって、具体的には、材料
がストリップの形状に形成される場合に言及したものである。材料がタイルの形状に形成
される場合にも拡張できることは明らかであり、したがって、現在の状況では詳細に説明
することは不要である。
【００６３】
　基本的に、材料１の複数のストリップが、巻き広げられて、基礎（ここでは簡略化のた
め、競技場Ｓと等価であるが、適切には膜１８により形成される）の上に互いに平行に敷
かれ、上記ストリップは、各ストリップの側部の一つに存在する縁５が、隣接するストリ
ップ／モジュールに設けられた側部の一つ（この側部には一般に縁が無い）と重なる関係
で配置される。
【００６４】
　こうして重なる関係に在る上記縁５は、次に、隣接するストリップ１上にそれぞれ（例
えば、接着やヒート・シールによって）固定される。これにより、まさに縁５に沿った密
封の結果として、全体として優れた抵抗特性と機械的安定性を示す連続的な構造体が生じ
る。この安定性のおかげで、ここに記載の材料１は、基礎Ｓに接着して接続されることさ
えも必要としないで、基礎Ｓの上に敷設されるのに適したものとなる。
【００６５】
　適用のニーズに応じて、敷設の上記解決策は、すなわち、ストリップ／モジュールの側
部の一つに存在する縁５が、隣接するストリップ／モジュールの側部の一つ（これには一
般に縁が無い）に重なる関係で配置されるという解決策は、図４に一例として示された状
態に対して反転された状態でも実施できる。
【００６６】
　図４は、実際、様々な床ストリップが図３に示すような向きで基礎Ｓ上に敷かれた敷設
状態を示していて、縁５は、シート３ａすなわち材料１の上面に対して略一直線上に在る
。この場合、各ストリップの側部の一つに存在する縁５は、隣接するストリップ／モジュ
ールの上面に重なっている。つまり、縁５は上記隣接するストリップ／モジュールの上に
配置されている。したがって、縁５は、基礎Ｓから実質的に材料１の厚みと同じ距離をお
いて、敷設された床材の上面上に延在していて、視界に留まる。
【００６７】
　前述した反転敷設状態では、床材の種々のストリップが、図４に示すような方向で基礎
Ｓの上に敷設される。すなわち、縁５はシート３ａに対して略一直線上に在る。この場合
、シート３ａは、材料１の下側面を形成し、基礎Ｓと向かい合う。この敷設状態を採用す
ることによって、各ストリップの一つの側に存在する縁５が、隣接するストリップ／モジ
ュールの下面、すなわち、上記隣接するストリップ／モジュールの底面と重なる。この場
合、縁５は、敷設された床材の下側に延在して、基礎Ｓと接触し、したがって、床材１０
によって視界から隠される。
【００６８】
　ここで記述されている既製の弾性マットレス１は、好ましくは約２８mmの厚みを有し、
「微調整」タイプのマットレスとして構成されている。すなわち、このマットレスは衝撃
吸収及びエネルギー返還のための最高の技術的特徴と性能特性に関連して最適化されてい
る。
【００６９】
　上記既製の弾性マットレス１は、好ましくは、先ずリサイクルタイヤを研削、処理、被
包することにより得られた材料を２枚のポリエステル織物で挟持することにより作られる
。
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【００７０】
　好ましい解決策では、コア層２の６０%から８０%、典型的には約７０％を弾性のある顆
粒（リサイクルタイヤの顆粒）で構成し、コア層２の約２０%から４０%、典型的には約３
０％をプラスチック顆粒（ポリオレフィン又は異なる収集元から派生した顆粒状のプラス
チック材料）で構成する。
【００７１】
　この構成により、エネルギー吸収、垂直変形、及びエネルギー返還に関して最適な反応
が得られる。
【００７２】
　ここで再び膜１８について上述した内容について思い出す必要がある。すなわち、現在
はあまり好ましくはない本発明の実施形態の一つにおいて、レリーフ溝は、上向きに配置
されているが、この膜１８に備えられているレリーフ溝を、マットレス１の下面に作成さ
れ、下向きに配置されたレリーフ溝と、代替することが可能である。
【００７３】
　最後に、人工芝カバーリングリング２０がマットレス１上に敷設される。
【００７４】
　上記人工芝カバーリングリングは、例えば４０mmの厚みを有し、自然芝の草深い草地を
擬態するために基部から延びる複数の糸状構成物と、この糸状構成物を略上向きの状態に
保つために、糸状構成物の間に分散された顆粒状の充填材又は充填物とを有するシートの
ような基部を備える。
【００７５】
　ＵＳ－Ｂ－６８７７５３５ (これはＥＰ－Ａ－１１５８０９９に対応する)に記載され
た人工芝層が、例えば、採用された場合、既述の充填材又は充填物は、ポリオレフィン系
材料とビニルポリマー系材料とにより構成される一群から選択された実質上均質な質量の
顆粒材料によって構成される。
【００７６】
　上記充填材は、好ましくは、ポリエチレン系材料及び／又は再生ポリオレフィン系材料
より成る顆粒状の充填物である。或いは、上記充填材は、塩化ポリビニール系材料及び／
又は再生ビニールポリマー材料より成る顆粒状の充填物である。
【００７７】
　上記解説によると、ここに記載した解決策により、最低限の費用と非常に短い工期で取
り付け、設置が可能な床材の提供が実現可能であることが理解できる。この床材は、サッ
カー場やファイブ・ア・サイド・フットボール場して使用することができると共に、アメ
リカンフットボールやラグビー、ゴルフなどその他のスポーツにも使用することができる
。同床材は、使用時の天候状態に関わらず、一貫した特徴と機能を保障することが可能で
ある。また、地下基礎部に暖房設備を備えるグランドや、極限の天候状態においても使用
可能である。
【００７８】
　このようにして作製された「床システム」は解体可能であり、必要に応じてその上部を
撤去、交換することが出来る。事実、「微調整」弾性マットレス１は非常に高い耐久性を
有するが、人工芝カバーリングリング２０は消耗により、一定の年数を過ぎると交換を必
要とする場合がある。このため、人工芝カバーリングリング２０は撤去、交換が可能とな
っている。交換された「使用済み」芝カバーは全てリサイクル可能であり（これにより、
解体および処分にかかる費用負担を回避）、新たな人工芝カバーリングの製造に再利用す
ることも可能である。
【００７９】
　尚、「略」或いは「関連する」等の表現により明言されていない場合においても、ここ
で言及されている物理量に関する全ての数値は、上記物理量の判定及び測定に常付随する
許容差を考慮して解釈されるものと理解すべきである。
【００８０】
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　もちろん、製造と実施形態の細部は、単に例証として記載され示された内容について、
付属の請求項によって定義された本発明の範囲から逸脱することなく、本発明の本質を損
ねることなく広範に変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】ここに記載する解決策をフットボール（サッカー）場等のスポーツ競技場に適用
した場合の平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面に略対応する拡大断面図であり、ここに記載するタイプの床
材を示す。
【図３】図２に示す床材の層の一つを示す縦断面図である。
【図４】図３に示す床材の層の敷設方法を示す概略図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１　　マットレス
　２　　コア層
　３　　外皮
　５　　縁
　１０　床材
　１２　基礎
　１４　基礎、顆粒混合層
　１６　ジオテキスタイル膜
　１８　不浸透性層
　２０　人工芝カバーリング
　Ａ　　勾配キャンバ
　Ｂ　　勾配キャンバ
　Ｃ　　勾配キャンバ
　Ｄ　　勾配キャンバ
　Ｓ　　基礎
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